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特定事業者の募集に係る実施要項 

 

 二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和６年法律第３８号）第３条第１項の

規定に基づき指定した特定区域について、同条第４項の規定に基づき下記のと

おり特定事業者の募集に係る実施要項を定める。 

 

記 

 

１．特定区域の所在地 

海域：北海道苫小牧市沖 

 

２．特定区域の面積 

９６２,４９９アール 

 

３．特定区域において行わせる貯留事業又は試掘の別 

試掘 

 

４．特定事業者の募集を開始する日及び募集の期間 

（１）特定事業者の募集を開始する日 

   令和７年２月２１日 

 

（２）特定事業者の募集の期間 

令和７年５月２１日まで（募集最終日の１７時までに必着のこと） 

 

５．特定事業者を選定するための評価の基準 



（１）貯留層又はその可能性のある地層が合理的に使用され、特定区域として指

定された区域における二酸化炭素の貯留事業に関する法律（以下「法」という。）

第４条第２項の申請に係る試掘区域の地質構造に照らし適切な試掘が実施さ

れる見込みがあるか。 

 

（２）法第４条第２項の申請に係る試掘区域における試掘の状況を踏まえ、当該

試掘区域内の貯留層における貯留事業を行おうとする場合、当該貯留事業が、

二酸化炭素の分離・回収及び輸送分野と連携したものであり、我が国における

エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させる実現

性が高い事業構想であるか。 

 

６．特定事業者の募集に必要な事項 

（１）申請書 

① 試掘許可申請書（二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則（令和６年

経済産業省令第７６号）様式第１） 

※ 上記試掘許可申請書及び下記添付書類について、（３）②の電子メール

アドレス宛に電子媒体でも提出すること。その際のファイル形式は、Word、

Excel、PowerPoint又は PDF形式で提出すること（これに拠りがたい場合

は、資源エネルギー庁資源・燃料部燃料環境適合利用推進課まで申し出る

こと。）。 

※ 申請書には、所定の手数料に相当する額の収入印紙を貼ること(当該収

入印紙には、消印をしないこと。)。 

 

（２）添付書類 

① 事業計画書（二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則様式第２） 

※ 次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があ

るときは、あわせて添付するものとする。 

※ チには、法第４条第２項の申請に係る試掘区域が他人の許可貯留区域等

と隣接する場合においては当該許可貯留区域等の貯留事業者等との調整

に関する事項、法第４条第２項の申請に係る試掘区域の直上の区域が他人

の鉱区と重複し、又は隣接する場合においては当該鉱区の鉱業権者との調

整に関する事項、農業、漁業その他の産業との調整に関する事項及び５．

（２）に係る事項を記載すること。 

イ 試掘に関する計画 

ロ 試掘の方法に関する事項 

ハ 試掘に要する期間 



ニ 法第４条第２項の申請に係る試掘区域及びその周辺の地質構造の評

価 

ホ 許可貯留区域等における貯留事業等及び法第１２条第１項の政令で

定めるものの開発に係る事業（諸外国においてこれらに相当するものを

含む。）の実績 

ヘ 試掘を行うための資金計画 

ト 試掘を行うための体制 

チ その他試掘に関する必要な事項 

② 法第４条第２項の申請に係る試掘区域を表示する図面 

※ ②の図面は、平面図その他必要な図面とし、法第３条第１項の規定によ

り指定された特定区域との位置関係を明示すること。なお、平面図（世界

測地系）には、法第４条第２項の申請に係る試掘区域の直上の区域の形状

を示す多角形の頂点となる地点及び右回りに付した番号並びに当該区域

の頂点の座標値（緯度及び経度のほか、平面直角座標系によるＸ、Ｙ座標

値を含む。）を記載すること。また、その他必要な図面は、法第４条第２

項の申請に係る試掘区域の上面及び下面の深度（東京湾平均海面を基準と

した深度）を示すものとすること（これに拠りがたい場合は、資源エネル

ギー庁資源・燃料部燃料環境適合利用推進課まで申し出ること。）。 

③ 法第４条第２項の申請に係る試掘区域の全部又は一部が、法又は他の法律

によって土地を使用し、又は収用することができる事業の用に供されている

ときは、当該事業の用に供する者の意見書 

※ ③の意見書は、試掘を行おうとする者が意見を求めた日から３週間を経

過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。

この場合においては、その事実を明らかにし、意見書を得ることができな

かった事情を疎明する書類を添付すること。 

④ 法第４条第２項の申請に係る試掘区域の利用について法令の規定による

制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の長の意

見書 

※ ④の意見書は、試掘を行おうとする者が意見を求めた日から３週間を経

過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。

この場合においては、その事実を明らかにし、意見書を得ることができな

かった事情を疎明する書類を添付すること。 

⑤ 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金

の調達方法を確認するために必要となる書類 

⑥ 直前３年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

⑦ 主たる技術者の履歴書 



⑧ 申請者が法第５条第１項第２号イからチまでのいずれにも該当しないこ

とを誓約する書面 

※ ⑧の書面には、氏名又は名称及び住所並びに申請者が法人である場合に

あっては、その代表者の氏名を記載すること。また、申請者が法人である

場合にあっては、当該法人の役員の氏名、氏名のふりがな、生年月日、性

別、住所及び役職を記した表を添付し、申請者が個人である場合にあって

は、氏名、氏名のふりがな、生年月日、性別及び役職を記した表を添付す

ること。 

⑨ 法第４条第２項の申請に係る試掘区域及びその周辺の地質構造を明らか

にする断面図 

⑩ 法第１２４条第１項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証す

る書面 

⑪ 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係

る調整の状況の概要を示す書面 

⑫ その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類 

 

（３）申請書類の提出方法及び提出先 

① 提出方法：郵送又は持ち込み 

② 提 出 先：資源エネルギー庁資源・燃料部燃料環境適合利用推進課 

住所：〒１００－８９３１ 

東京都千代田区霞が関１丁目３番１号 

電話番号：０３－３５０１－１５１１（内線）４６８１ 

電子メールアドレス：bzl-CCS-business-act★meti.go.jp 

※［★］を［@］に置き換えてください。 

担当：北島、竹田、阿部 

 

（４）その他留意事項 

① FAX及び電子メールによる提出は受け付けない。申請書類に不備がある場

合は不受理とする。 

② 募集の期間を過ぎての提出は受け付けない。配達の都合で期間内に届かな

い場合があるため、期限に余裕をもって送付すること。 

③ 提出された申請書類は特定事業者の選定等に関する審査以外の目的には

使用せず、機密保持には十分配慮して取扱う。ただし、行政機関の保有する

情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づき、不開示情報

（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象

となるため了承の上で申請すること。 



④ 不受理の場合を除き申請書類は返却しない。 

⑤ 必要に応じて、用語解説などを添付すること。 

⑥ 資源エネルギー庁資源・燃料部燃料環境適合利用推進課から連絡が取れる

よう、申請書には連絡先（電話番号及び電子メールアドレス）を明記するこ

と。 

⑦ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙の質

問状に必要事項を記載の上、（３）②の電子メールアドレス宛に提出するこ

と。なお、回答に１～２週間程度要する場合があるので、十分に余裕をもっ

て提出すること。 

⑧ 申請書類に対して補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 

以上 



（別紙） 

質問状 

 

氏名又は名称

及び法人にあ

っては、その代

表者の氏名 

 

住所  

電話番号  FAX番号  

質問者  

質問に関連する文書名及び頁 

 

質問内容 

 

 


